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（エネルギー起源ＣＯ２） （見込みに照らした実績トレンド等の評価）

環境負荷の小さいまちづくり（コンパクトシティ）の実現（5） －

緑化等ヒートアイランド対策による熱環境改善を通じた
都市の低炭素化（8）

◎

公的機関の排出削減（全省庁）（9） ◎

業務用省エネ型冷蔵・冷凍機の普及（10） ○

自主行動計画の推進・強化（環境省所管事業種分）（11） ◎

国民運動の実施 （12） ○

省エネ機器の買い替え促進（19） △

新エネルギー対策の推進（24） △

廃棄物処理における対策の推進（27） △

（エネルギー起源ＣＯ２以外のガス削減）

廃棄物の焼却に由来するＣＯ２・Ｎ２Ｏ排出削減対策 （28） ◎

廃棄物の最終処分量の削減等（30） ◎

産業界の計画的な取組の促進・代替物質の開発等及び代
替製品の利用の促進（※経済産業省において説明する対策）

◎

冷媒として機器に充填されたHFCの法律に基づく回収等
（※経済産業省において説明する対策）

△

＜環境省の対策一覧①＞
（ ）内はページ数

注）◎：目標達成又は実績のトレンドが見込みを上回っている、○：実績のトレンドが概ね見込みどおり、
△：実績のトレンドが計画策定時の見込みと比べて低い、－：その他（定量的なデータが得られないものなど） 2



（横断的な対策等）

地球温暖化対策推進法の改正による温暖化対策の推進（31）

ポリシーミックスの活用（経済的手法、国内排出量取引制度、地球温暖化対策のための税）（32）

深夜化するライフスタイル・ワークスタイルの見直し

サマータイムの導入

温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度 （34）

事業活動における環境配慮の促進（35）

気候変動枠組条約及び京都議定書に基づく温室効果ガス排出量・吸収量の算定のための国内制度の整備（37）

地球温暖化対策技術開発等事業（38）

気候変動に係る研究の推進、観測・監視体制の強化（39）

（京都メカニズムに関する対策・施策、その他）

政府によるクレジット取得について（41）

＜環境省の対策一覧②＞
（ ）内はページ数

（排出削減量の見込みを伴う具体的対策以外の対策）
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【各種事業の実施】 地域の特性に応じた低炭素地域づくりを各地で支援。【法的枠組みの整備】

◆地球温暖化対策推進法

○地方公共団体実行計画に基づく対策・施策の実施

⇒ 特例市以上の自治体に対し、以下の内容を盛り込
むことを規定

・ 自然エネルギー導入促進

・ 事業者、住民による省エネ等の推進

・ 公共交通機関、緑地その他の地域環境の整備・改善

・ 循環型社会の構築

◆都市の低炭素化の促進に関する法律

⇒ 都市の低炭素化の促進に関する基本方針の作成

①ﾏﾆｭｱﾙや研修等を通じた実行計画の策定支援

◆地方公共団体実行計画（区域 施策編）の策定促進
◆都市構造の変革によるＣＯ２削減効果の推計モデルの作成
◆研修等の実施

③各省と連携し、地域の拠点や特性を活かした低炭素化

◆鉄道や駅舎の低炭素化 （国交省連携）（H25～）
◆下水熱等の利用 （国交省連携）（H25～）
◆農村への再エネ導入 （農水省連携）（H26～）

②低炭素地域づくりのための事業実施支援

◆グリーンニューディール基金による防災拠点への再エネ導入支援
◆地方公共団体実行計画に計上された低炭素な地域づくり事業を支援

【中長期的な地域づくりの検討】

◆地域づくり分野における中長期的な地球温暖化
対策の検討（平成21年度～）

５

低炭素地域づくりに向けた環境省の取組

地域主導による先導的「低炭素・循環・⾃然共⽣社会」創出事業
背景・目的 事業概要

事業スキーム

期待される効果

○地⽅公共団体実⾏計画※等に基づく地域の地球温暖化対
策事業の実施を推進するため、地⽅公共団体・⺠間団体
等に対し、再エネ・省エネ設備の導⼊を⽀援して取組の
促進を図る。

※地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第
107号）に基づいて地⽅公共団体が定める計画

○再エネ・省エネの推進を通じて多様な環境価値の同時実
現を⽬指す。

地⽅公共団体実⾏計画等に位置づけられた地域の地球温暖化対策事業
に対して設備等の導⼊⽀援を⾏う。
補助率：地⽅公共団体 1/2〜2/3 ⺠間団体等 1/3〜 1/2	
※多様な環境価値が実現する政策効果の⾼い事業を採択する。
対象設備の性能等を補助要綱で規定する。

補助対象：地⽅公共団体・⺠間団体等への間接補助
（⺠間団体等への定額補助）

○地⽅公共団体実⾏計画の着実な推進
○地域経済やコミュニティと⼀体となった⾃⽴的かつ持続的な
低炭素社会の実現

○多様な価値の実現につながる総合的・横断的な事業事例の創出
○事業経験の蓄積による、環境政策を担う⼈材・組織の育成

※地域の事業主体の多様なニーズに対応できる支援メニューが必要。



地方公共団体実行計画の概要（施行状況調査結果）

地方公共団体実行計画

【事務事業編】
（法第20条の3第1項）

全地方公共団体に策定義務付け

内容：自治体自らの事務事業に
伴い発生する温室効果ガスの排
出削減等の措置

（例）庁舎・地方公共団体が管理
する施設の省エネ対策 等

【区域施策編】 （法第20条の3第3項）

都道府県、政令指定都市、中核市、特例市に策定義務付け

内容：区域の自然的社会的条件に応じ温室効果ガスの排出抑制等を行
うための施策に関する事項（以下の４項目）

• 再生可能エネルギー導入の促進
• 地域の事業者、住民による省エネその他の排出抑制の推進
• 公共交通機関、緑地その他の地域環境の整備・改善
• 循環型社会の形成

策定主体の配意事項：都市計画等温室効果ガスの排出抑制と関係のあ
る施策と実行計画の連携（法第20条の3第4項）

平成20年地球温暖化対策法改正によ
り、地方公共団体実行計画の範囲拡充

国による支援

●情報的支援：実行計画策定マニュアル
の提供 等

●財政支援：グリーン・ニューディール
基金 等

○地方公共団体実行計画
（区域施策編）の策定率
（H25.10時点）

団体区分 策定済み 合計

都道府県 45(95.7%) 47

指定都市 16(80.0%) 20

中核市 40(95.2%) 42

特例市 36(90.0%) 40

合計
137

(91.9％)
149

区域施策編の策定率の向上

○地方公共団体実行計画
（事務事業編）の策定率
（H25.10時点）

団体区分 策定済み 合計

都道府県 47(100%) 47
指定都市 20(100%) 20

中核市 42(100%) 42

特例市 40（100%) 40

その他
1,271

（77.5％）
1,640

合計
1,420

(79.4％)
1,789
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●低炭素まちづくり計画の策定（市町村）
●民間等の低炭素建築物の認定

●基本方針の策定（国土交通大臣、環境大臣、経済産業大臣）

○バス路線やＬＲＴ等の整備、共同輸配送の実施
バス・鉄道等の各事業法の手続特例

○自動車に関するＣＯ２の排出抑制

公共交通機関の利用促進等

○ＮＰＯ等による緑地の保全及び緑化の推進
樹林地等に係る管理協定制度の拡充

○未利用下水熱の活用 民間の下水の取水許可特例

○都市公園・港湾隣接地域での太陽光発電、蓄電池等の
設置 占用許可の特例

都市機能の集約化

○病院・福祉施設、共同住宅等の集約整備
民間事業の認定制度の創設

○民間等による集約駐車施設の整備
建築物の新築等時の駐車施設附置義務の特例

○歩いて暮らせるまちづくり
（歩道・自転車道の整備、バリアフリー化等）

緑・エネルギーの面的管理・利用の促進

○民間等の先導的な低炭素建築物・
住宅の整備

建築物の低炭素化

東日本大震災を契機とするエネルギー需給の変化や国民のエネルギー・地球温暖化に関する意識の高揚等を踏まえ、
市街化区域等における民間投資の促進を通じて、都市・交通の低炭素化・エネルギー利用の合理化などの成功事例を
蓄積し、その普及を図るとともに、住宅市場・地域経済の活性化を図ることが重要

背 景

法律の概要

【認定低炭素住宅に係る所得税等の軽減】

居住年
所得税最大減税額
引き上げ(10 年間)

Ｈ24年
400万円

（一般300万円）

Ｈ25年
300万円

（一般200万円）

登録免許税率
引き下げ

保存
登記

0.1％
（一般0.15％）

移転
登記

0.1％
（一般0.3％）

低炭素化に資する設備（蓄電池、蓄熱槽等）について通
常の建築物の床面積を超える部分

【容積率の不算入】

外壁断熱
100mm

南窓の
軒ひさし

天井断熱
180mm

床断熱
100mm

東西窓の
日除け

常時換気
システム

窓は複層ガラス
（可能なら断熱
サッシ）

連続する
防湿気密層

暖冷房はエ
アコン

等

〈戸建住宅イメージ〉

太陽光発電パネル

＋

高効率給湯器

【認定のイメージ】

都市の低炭素化の促進に関する法律（国交省・環境省・経産省）

77



平成24年度の全国屋上・壁面緑化施工面積調査によると、平成24年に少なくとも約22.2ヘクタール
の屋上緑化の整備がなされ、2005年基準で227ヘクタールの増加となった。これは、本計画で想定し
た指標値（174ヘクタール）を超える面積である。

対策・施策の進捗状況に関する評価

排出削減量の実績と見込み 対策評価指標の実績と見込み

緑化等ヒートアイランド対策による熱環境改善を通じた都市の低炭素化

施策の概要
・クールシティ中枢街区パイロット事業（屋上緑化導入への補助、08年：国費7.0億円、09年：国費7.0億円、

10年：国費3.5億円）

・都市公園の整備等による緑地の確保、公共空間・官公庁等施設の緑化等の推進
・緑地環境整備総合支援事業において対象都市の追加や要素事業として吸収源対策公園緑地事業の追加

による支援の拡充等を実施（～2009年度)
・都市緑地法に基づく緑化施設整備計画認定制度や緑化地域制度の導入等により、民有地を含めた緑化を推進
・社会資本整備総合交付金により、引き続き都市公園・緑地保全等事業を実施（2010年度～）
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排出削減量（万t-CO2）

年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
第1約束

期間平均

実績 0.1～0.6 0.3～1.3 0.4～2.0 0.5～2.6 0.7～3.2 0.8～3.6 0.9～4.1

対策上位ケース 1.4 1.8 2.3 2.8 3.2 2.3
対策下位ケース 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.5

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.4 

0.8 
1.2 
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4.5

5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

（万ｔ‐CO2）

実績（グラフ用）

対策上位ケース

対策下位ケース

対策評価指標（単位：ha）

年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
第1約束

期間平均

実績 34 72 111 141 171 201 227

対策ケース 73 98 123 149 174 123.4

123.4 123.4 123.4 123.4 123.4
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

34
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○2012年度の温室効果ガスの総排
出量については、1,572,352tCO2と
2011年度に比較して約8.8％の増とな
ったが、2010年から2012年度の平均
は1,534,084tCO2となり、政府実行計
画の目標である基準年度（2001年度
）比８％削減を上回る23.2％を削減す
ることができた。

○2010年度から2012年度平均の基

準年度に対する削減について、「その
他の燃料使用量（主として船舶及び
航空機のエネルギー使用分）」分が
42.0％減少と目標達成にもっとも大き

く寄与し、「施設のエネルギー使用」分
が32.7％減少、「公用車の使用」分が
23.4％減少であったが、「電気の使用
分」は6.5％増加となった。 電気の使

用に伴う二酸化炭素排出量の増減内
訳は、電気使用分変化分4.4％減少
及び排出係数変化分7.5％増加であ
った。

〇東日本大震災以降に電気事業者
排出係数が悪化していることから、現
行の政府実行計画に掲げられたもの
と同等以上の取組を推進するために
は、今後も一層の節電・省エネ対策を
実施するなどの対策強化が必要。

公的機関の排出削減（全省庁）
対策・施策の進捗状況

に関する評価
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排出削減量（万t-CO2）

年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
目標期間

平均

(2010-12）

実績 7 7 2 2 29 41 38 30 41 55 43 46

対策ケース 16

7 7

2 2
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対策評価指標（単位：対平成13年度削減率（％））

年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
目標期間

平均

(2010-12)

実績 3 3 1 1 15 21 19 15 21 28 21 23

対策ケース 8

3 3
1 1
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21
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21
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「業務部門二酸化炭素削減モデル事
業」、「地域協議会民生用機器導入促
進事業」「地域連携家庭・業務部門温暖
化対策導入推進事業」等により、導入
台数は確実に増加し、削減効果を上げ
ている。

また、業務用省エネ型冷凍冷蔵機のコ
ンビニへの導入全体の排出削減量は、
2010年に約29万t-CO2に相当すると推
計されている。

対策・施策の進捗状況

に関する評価

業務用省エネ型冷蔵・冷凍機の普及
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 排出削減量（万t-CO2）

年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
第1約束

期間平均

実績 0 0 0.1 2.1 5.0 10.6 16.9 22.0 26.8 31.8 35.1 38.5 40.4 34.5

対策上位ケース 30 50 60 80 90 62.0
対策下位ケース 20 20 30 30 40 28.0

62.0 62.0 62.0 62.0 62.0
28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
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 対策評価指標（単位：施設）

年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
第1約束
期間平均

実績 23 613 1466 2891 4521 5811 7112 8455 9315 10237 10708 9165.4

対策上位ケース 8000 12000 16000 20000 24000 16000.0
対策下位ケース 6000 8000 10000 12000 14000 10000.0
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自主行動計画の推進・強化（環境省所管業種分）

業界団体名
業界団体の規模

カバー率
目標指標 目標値

基準
年度

基準年度
実績

2010年度
実績

2011年度
実績

2012年度
実績

08～12年度

5ヵ年
実績平均

目標

(公社)
全国産業廃棄

物連合会

業界全体：約14万6千社
団体会員：47協会（15,211社）
計画参加：47協会（15,211社）

（企業数ベースで100%）

温室効果ガス
排出量

（万ｔCO2）
±０％ 2000

506 499 503 514 498 506

( 100 ) ( 99 ) ( 99 ) (102) ( 98 ) ( 100 )

(一社)
日本新聞協会

団体会員：108社
（うち新聞・通信社は108社）

計画参加：78社
（発行部数ベースで93.2%）

CO2排出量
（万ｔCO2）

▲５％ 2005
33.1 30.7*3 28.4*3 27.5*3 30.0 31.4

( 100 ) (92.7 ) (85.9 ) （83.3 ) (90.7) ( 95 )

（一社）
全国ペット協会

業界全体：23,193社*1

団体会員：約3,700*2

計画参加：23社、104施設
（売上ベースで約23%）

CO2排出量
（万ｔCO2）

▲６％ 2006

0.658 0.549*4 0.587*4 0.692*4 0.606 0.619

( 100 ) ( 83) ( 89 ) (105) ( 92 ) ( 94 )

排出量の単位：万トンCO2（かっこ内は基準年を100とした割合）
*1：小売業者以外の卸業者等も含む
*2：小売業者以外の卸業者、ペットサービス業者、個人会員等も含む
*3：日本新聞協会の実績算定に用いた電気の排出係数は電気事業連合会の08～12年度目標値である使用端排出係数（クレジット反映後）
*4：全国ペット協会の実績算定に用いた電気の排出係数は電気事業連合会の当該年度における使用端排出係数（クレジット反映後） 11

各業種から、排出量の実績値及び今後の取組内容について説明があった。３業種とも、自主行動計画に掲げた取組
を着実に進めることで2008～2012年度の５ヵ年平均で目標を達成した。今後は2013年度以降の新たな計画の策定・着
実な実施を促していくこととなるが、引き続き、カバー率の向上やデータの正確性の向上を図り、目標達成に向けた取
組等について可能な限り具体的・定量的な説明に努める必要がある。

【2012年度フォローアップの結果】【2012年度フォローアップの結果】



本事業によりクールビズの推進を開始して
以来、冷房設定温度を高く設定している企業
等の割合は、クールビズ初年度の2005年度
は32.7%(42.5%)、2006年度は43.2%(53%)、
2007年度は48.1%(57.9%)、2008年度は
61.8%(71.6%)、2009年度は54.5%(64.3%)、
2010年度は49.3%(58.6%)、2011年度は
56.2%(80.7%)、2012年度は66.9%(74.9%)
の実績率となっている。
2012年度においては、2020年までに1990年
比で温室効果ガス排出量を25%削減するた
めの国民運動「チャレンジ25キャンペーン」の

一環として、様々な取組を実施。今後もクー
ルビズのさらなる定着に向けて、引き続き施
策の推進を図っていく。さらに、東日本大震
災を受けた節電の必要性を踏まえ、各主体
のクールビズを通じた節電及び温暖化防止
の取組が促進されるよう、スーパークールビ
ズと称して、普及啓発を一層強化している。

また、ウォームビズについても同様に、初年
度の2005年度は30.5%(44.9%)、2006年度
は41.4%(55.8%)、2007年度は
52.3%(66.7%)、2008年度は56.1%(70.5%)、
2009年度は50.4%(63.5%)、2010年度は
50.6%(60.4%)、2011年度は58.7%(73.1%)、
2012年度は59.2%(70.1%)の実績率となっ

ている。今後もウォームビズのさらなる定着
に向けて、引き続き施策の推進を図っていく。

※括弧内（ ）は、実績率に本事業実施前か
らの実施割合を含めた「実施率」

対策・施策の進捗状況

に関する評価

国民運動の実施①
①クールビズ

②ウォームビズ

12

①-1　クールビズ(実施率)
対策評価指標（単位：実施率%）

年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
第1約束

期間平均

実績 42.5 53 57.9 71.6 64.3 58.6 80.7 74.9 70.0

対策上位ケース 63 68 73 78 83 73.0
対策下位ケース 61 64 66 67 69 65.4

73.0 73.0 73.0 73.0 73.0
65.4 65.4 65.4 65.4 65.4
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②-1　ウォームビズ(実施率)
対策評価指標（単位：実施率%）

年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
第1約束

期間平均

実績 44.9 55.8 66.7 70.5 63.5 60.4 73.1 70.1 67.5

対策上位ケース 66 71 76 81 86 76.0
対策下位ケース 64 67 69 70 72 68.4

76.0 76.0 76.0 76.0 76.0
68.4 68.4 68.4 68.4 68.4
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①クールビズ

国民運動の実施②
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①-2　クールビズ(実績削減量)
排出削減量（万t-CO2）

年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
第1約束

期間平均

実績 92 126 140 172 185 169 156 220 180.4

対策ケース 136 139 140 141 140 139.2

139.2 139.2 139.2 139.2 139.2
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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②-2　ウォームビズ(実績削減量)
排出削減量（万t-CO2）

年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
第1約束

期間平均

実績 106 143 163 145 107 96 162 171 136

対策ケース 136 139 140 141 140 139.2

139.2 139.2 139.2 139.2 139.2
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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②ウォームビズ



「気候変動キャンペーン Fun to Share」について

○横浜にて開催されるIPCC総会を契機にキャンペーンをキックオフ。
(平成26年３月26日にキックオフ・イベントを実施）

○今後、このロゴマークをすべての関連するキャンペーンで使う。

○産業界や自治体に大々的に活用してもらうことを想定。

気候変動問題をターゲットにした新キャンペーンの立ち上げ気運の高まり
○ IPCC第5次評価報告をきっかけに世界的な「危機感」の拡大（前回第４次は「北海道洞爺湖サミット」前）

○ 「低炭素技術」の進展（日本の技術力が注目）

○「地域が主役」といった気運（地球温暖化対策で地域を活性化）

これまでの国民運動を今一度見直し、産業界や自治体を含む幅広い主体をも取り込んだキャンペーンの展開が必要

『Fun to Share』
みんなでシェアして、低炭素社会へ

『Fun to Share』
みんなでシェアして、低炭素社会へ

【キャッチフレーズ】

【新たなロゴマーク】 ○数値目標型からアクション重視型のメッセージ

○青い地球をみんなでシェア
（さらには、日本の技術を惜しむことなく世界にシェア・・・など）

【従来のロゴマーク】

国民運動の実施③

「気候変動キャンペーン Fun to Share」について

14



●政府も国民も一緒になって温暖化防止に取組み、我が国を低炭素社会に転換していくため気候変動キャンペーン「Fun to Share」を展開。

● 「Fun to Share」で提案する具体的な行動の実践を国民、企業等に訴求するとともに、クールビズ、ウォームビズ、スマートムーブ、ライトダウンキャンペー
ン等の事業を推進。また、東日本大震災を受けた電力需給の逼迫に対応するため、家庭やオフィスでの節電も呼びかけている。

● 「Fun to Share」に賛同する企業・団体を募集。

●最新の省CO2設備や施設等の設置促進のための情報提供を、SNSを含む様々なメディア等も活用しつつ実施。

〇スーパークールビズ

冷房時の室温28℃でも快適に
過ごせるライフスタイルの提案

〇ウォームビズ

暖房時の室温20℃でも快適に
過ごせるライフスタイルの提案

〇スマートムーブ ～「移動」を「エコ」に

・「移動・交通」に伴うCO2排出量を削減するため、CO2
排出の少ない移動へのチャレンジを提案

・「環境にいい」だけでなく、｢快適・便利｣、そして｢健康｣
につながるライフスタイルを「smart move」と名付け、企
業・団体、国民に呼びかけ

〇ライトダウンキャンペーン

・ライトアップ施設や家庭の消灯を呼びかけ

・夏至の日と七夕(クールアース･デー)を特別実施日

として、全国の参加施設の削減電力を集計
（レインボーブリッジ消灯の様子）

スーパークールビズ

ロゴマーク

クールシェア

ロゴマーク

ウォームビズ

ロゴマーク

ウォームシェア

ロゴマーク

ポスター

ポスター

〇みんなで節電アクション！

家庭でできる節電、7つのポイント！

オフィスでできる節電、7つのポイント！

家庭やオフィスでの具体的対策など、節電
に役立つ情報をまとめ、節電を呼び掛け

国民運動の実施④
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節水型便器

＜省エネ性能が優れた
住宅システム＞

※エコリフォームの
場合のみ対象

■ エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業（国土交通省・経済産業省・環境省 3省合同事業）

国民運動の実施⑤

住宅市場の活性化と住宅の省エネ化を推進しつつ、あわせて東日本大震災の復興支援を図るため、平成23年度第三次
補正予算により「復興支援・住宅エコポイント」として再開（従来の住宅エコポイント制度は23年７月末に終了）。

（※）住宅エコポイント：環境性能の高いエコ住宅の新築やエコリフォームに対しポイント（多様な商品・サービスに交換可能なポイント）を発行する制度。

■ ポイント数
エコ住宅の新築

被災地の経済活性化を進めるため、被災地のポイント
をその他地域の倍に。

被災地 ：１戸当たり30万Ｐ
その他地域 ： 〃 15万Ｐ

※太陽熱利用システムを設置する場合、２万Ｐを加算

エコリフォーム

省エネ改修
工事内容に応じて2千～10万Ｐ

バリアフリー改修（5万Ｐ限度）
工事内容に応じて5千～2万5千Ｐ

省エネ住宅設備設置（太陽熱利用シ
ステム・節水型トイレ・高断熱浴槽）

一律2万Ｐ

リフォーム瑕疵保険加入
一律1万Ｐ

耐震改修 15万Ｐ

１戸あたり
30万Ｐが
限度

別途加算

■ ポイントの発行対象

（なお、太陽熱利用システムを設置する場合は、ポイントを加算）

＜工事内容＞
①省エネ法のトップランナー基準（住宅事業建築主の判断の基準）相当の住宅
②省エネ基準（平成11年基準）を満たす木造住宅

エコ住宅の新築

＜工事内容＞
窓の改修工事、外壁、天井・屋根又は床の改修工事

複層ガラスへの交換

＜断熱改修の例＞

天井の断熱改修

エコリフォームに併せて、以下の工事等
を行う場合は、ポイントを加算

バリアフリー工事

省エネ住宅設備の設置

耐震改修工事

リフォーム瑕疵保険への加入

エコリフォーム

平成23年10月21日～平成24年10月31日に建築着工したもの

平成23年11月21日～平成24年10月31日に工事着手したもの
（※ポイント申請は平成25年1月31日にて受付終了）

※平成24年1月25日より申請受付開始

■ 商品交換■ 商品交換

ポイントの半分以上を被災地の特産品・被災地へ
の義援金など被災地支援商品に交換。

残りのポイントは、環境配慮商品（エコ家電や公
共交通機関利用カード、環境配慮企業の商品等）
への交換、追加工事への充当、環境寄附に利用。16

※平成27年1月31日まで



国民運動の実施⑥

低炭素ライフスタイルの促進

家庭向けエコ診断
・各家庭のライフスタイルに合わせた省エネ・省
CO2対策を提案

・CO2排出量の⾒える化により低炭素ライフスタイ
ルを促進
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○家庭⽤機器のエネルギー消費量は、機器の⼤型化・多様化等により増加。
○⼀⽅で、情報不⾜が原因で、性能の良くない機器が購⼊・使⽤されている場合も多い。
○家庭向けの診断等により低炭素ライフスタイルを促進し、家庭部⾨における温暖化対策を推進。
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カーボン・オフ
セットに関する情
報提供や相談支
援等を行うカー
ボン・オフセット
フォーラム（Ｊ-Ｃ
ＯＦ）

国民運動の実施⑦

■カーボン・オフセットの普及促進

Ｊ－ＶＥＲ

＜カーボン・オフセット＞ 市民・企業等が、自身の温室効果ガスの排出量を認識し、削減努力を行った

上で、どうしても削減できない部分を、他の場所の削減・吸収量（クレジット等）で埋め合わせること

家庭やオフィス、移動（自動
車・飛行機）での温室効果ガス
排出量を把握する

省エネ活動や環境負荷の少ない
交通手段の選択など、温室効果
ガスの削減努力を行う

削減が困難な排出量を把握し、
他の場所で実現したクレジットを
購入または他の場所での排出
削減活動を実施

対象となる活動の排出量と
同量のクレジットで埋め合わ
せ（相殺）する

グリーン投資の
促進による低炭
素成長の実現

民間資金の還流

クレジット

J-VER制度は国内クレジット制度

とともに、両者の優れた点を引き
継いだＪ－クレジット制度に統合

約63万
ｔ-CO2

カーボン・オ
フセット認証
の裾野の拡
大
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 排出削減量（万t-CO2）

年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
第一約束

期間平均

実績 200 242 298 359 423 482 533 584 649 682 704 712 696 688

対策ケース 649 726 816 921 1,035 830

省エネ型電気ポット、食器洗い機、電球型蛍光灯、節水シャワー
ヘッド、空調用圧縮機省エネ制御装置の導入台数の全てで計画
時の目標に届いていない。景気減速の影響や代替製品や技術
（LEDやBEMS等）の普及が原因として考えられる。

ただし、電球型蛍光灯、節水シャワーヘッド、空調用圧縮機省エ
ネ制御装置は導入目標より下回ってはいるものの増加傾向にあ
る。引き続き施策を実施することで省エネ機器への買い替え促進
が誘導されることが期待される。

省エネ機器の買い替え促進①

e)空調用圧縮機省エネ制御装置 ２％

b)食器洗い
機 ８％

c)電球型蛍光灯
５１％

d)節水シャワーヘッド
８％

a)電気ポット
３１％

対策ケースの排出削減見込量
（第一約束期間平均値830万t-CO2）に占める

各機器の削減割合

a)省エネ型電気ポット、b)食器洗い機、c)電球型蛍光灯、d)節水シャワーヘッド、e)空調用圧縮機省エネ制御装置の合計値

対策・施策の進捗状況に関する評価
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省エネ機器の買い替え促進②

省エネ型電気ポット
への買い換えで通
常型に比べて54%
の省エネ

261万tのCO2削減

a)省エネ型電気ポットa)省エネ型電気ポット
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左図： 省エネ型電気ポットを含む電気ポットの出荷台数
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省エネ機器の買い替え促進③

電球型蛍光灯への
買い換えで白熱灯電
球に比べて80%の省
エネ

422万tのCO2削減

※枠内に示したCO2削減量は計画策定時における第１約束期間平均の年間排出削減見込量。

c)電球型蛍光灯c)電球型蛍光灯

排出削減見込み量が大きい電球型
蛍光灯の導入は順調に進展

左図： 白熱灯電球の販売個数と電球型蛍光灯の販売個数
の合計に占める電球型蛍光灯の割合
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左図： 白熱灯電球の販売個数と電球型蛍光灯の販売個数
とLED電球総需要の合計
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68万tのCO2削減

14万tのCO2削減

省エネ機器の買い替え促進④

節水シャワーヘッドへ
の買い換えで通常型に
比べて20%の省エネ

空調用圧縮機省エ
ネ制御装置の導入

で13%の省エネ

食器洗い機の導入
で手洗い時に比べ
て56%の省エネ

64万tのCO2削減

b)⾷器洗い機b)⾷器洗い機

※枠内に示したCO2削減量は計画策定時における第１約束期間平均の年間排出削減見込量。

d)節⽔シャワーヘッドd)節⽔シャワーヘッド

e)空調⽤圧縮機省エネ制御装置e)空調⽤圧縮機省エネ制御装置
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◆背景
・業務・家庭部門のCO2排出量、エネルギー消費

量が増加傾向にあることを踏まえ、例えば家庭
部門において電気使用のうち約１３％（冷蔵庫
に次いで2番目）を占める照明に着目

・照明については2008年に経済産業省が家庭で
使用される一般的な白熱電球の生産・出荷に関
し、2012年を目途に省エネ性能の優れた製品へ
の切替えの実現を呼びかけ

・これを受けて大手家電メーカーは2012年を目途
に白熱電球の製造出荷を停止するが、小売店
の対応は未定

・そのため、メーカー、小売店に対し、再度同旨の
要請を環境大臣、経済産業大臣の連名で発出

◆概要

・環境大臣、経済産業大臣
の連名での要請をきっか
けとして、照明全般の高
効率化のキャンペーンを
環境省、経済産業省、省
エネあかりフォーラム（照
明業界の普及啓発団体）
の協働で実施

・キャンペーンでは白熱電
球のみならず、高効率化
が進む蛍光灯についても
対象

◆「あかり未来計画」ポスター、リーフレット◆「あかり未来計画」ホームページ

〇あかり未来計画 〇しんきゅうさん

●概要

環境省では、国内の家電メーカーや家電販売店、業界団
体、省エネ家電普及促進フォーラム等との連携の下、省エ
ネ製品買換ナビゲーション（愛称：しんきゅうさん）を構築し
運用。

「しんきゅうさん」は、家庭での消費電力量上位４品目の、
エアコン、冷蔵庫、照明器具、テレビについて、携帯電話や
パソコンを利用するな省エネ製品への買換えによるCO2削減

効果やランニングコストの低減効果などをどして店頭や自宅
等で簡単に把握できるシステム。

さらに、温水洗浄便座を新たに追加することで、計５製品
について買換えによる「CO2削減効果の見える化」を図って
いるところ。

省エネ機器の買い替え促進⑤

出典：資源エネルギー庁 省エネ性能カタログ2013年冬版 23

全体の
約5割を
カバー



 低炭素社会の創出に向け「自立・分散型エネルギー社会の構築」を戦略目標として掲げ、地球温暖化対策のみならず、
高い防災性や雇用の創出につながる地域活性化を推進する。

 この戦略目標の実現の手段として、再生可能エネルギーの加速的導入が必要不可欠。このため、本プログラムの下、
体系的な施策を戦略的に展開。

コンセプト

 グリーンニューディール基金〔220億〕

 先導的「低炭素・循環・自然共生」地域創出事業〔53億〕

 ＣＯ２排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業〔48億〕

 地域低炭素投資促進ファンド創設事業〔46億〕

 自立・分散型低炭素エネルギー社会構築推進事業〔7億〕

 離島における低炭素地域づくり推進事業〔28億〕

技術から支える

地域から支える

・・・ 戦略目標

・・・ 目標を実現するための手段

自立・分散型エネルギー社会・再エネ導入促進を支える分野横断的施策

 浮体式洋上風力発電実証事業〔14億〕

 風力発電等に係る環境アセスメント基礎情報整備モデル事業〔14億〕地熱

バイオマス

⾵⼒

 地熱・地中熱等の利用による低炭素社会推進事業〔16億〕

 木質バイオマスエネルギーを活用したモデル地域づくり推進事業〔18億〕

 地域循環型バイオガスシステム構築モデル事業〔8億〕

 廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業〔11億〕

海洋エネ  潮流発電技術実用化推進事業〔6億〕 地域の再エネ資源を最⼤限活⽤

自立・分散型エネルギー社会の構築

再生可能エネルギー源ごとの導入加速化施策

資金から支える

新エネルギー対策の推進 再生可能エネルギー導入加速化プログラム
（自立・分散型の低炭素エネルギー社会の創出を実現）
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京都議定書目標達成計画（廃棄物分野）

対策・施策名 施策例

【エネルギー起源二酸化炭素対策】

・廃棄物処理における対策の
推進

・廃棄物熱回収施設設置者認定制度の創設（2010年5月 廃掃法改正）
・循環型社会形成推進交付金による市町村の廃棄物リサイクル施設の整備等事
業の支援
・廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業
・容器包装に係る３Ｒの推進 等

【非エネルギー起源二酸化炭素対策】【一酸化二窒素対策】

・廃棄物の焼却に由来する二酸
化炭素排出削減対策の推進

・市町村における分別収集や有料化に係るガイドラインの普及を推進
・容器包装に係る3R推進 等
・循環型社会形成推進交付金による市町村の廃棄物リサイクル施設の整備等事
業の支援・一般廃棄物焼却施設における

燃焼の高度化等

【メタン対策】

・廃棄物の最終処分量の削減等 ・市町村における分別収集や有料化に係るガイドラインの普及を推進
・循環型社会形成推進交付金による市町村の廃棄物リサイクル施設の整備等の
推進
・有機物の最終処分場への埋立の廃止へ向けた努力、等
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ごみの排出量の推移

26

一般廃棄物の排出量の推移

産業廃棄物の排出量の推移
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廃棄物処理における対策の推進
～実績・見込み・評価～

＜表２＞

＜表１＞

＜表３＞ ＜表４＞

※分別収集見込量：2008～2010年は第5期，2011年及び2012年は第6期分別収集計画
により報告された分別された分別収集見込量から市町村独自処理予定量を差し引いた値。

●一般廃棄物処理に係る廃棄物発電については目標を達
成できておらず、今後もみ処理の広域化、施設の改良等に
よる更なる高効率化を推進する必要がある（表２）。
●産業廃棄物処理に係る廃棄物発電量は、2007年度値を

基準とした増分を指標としており、導入実績が見込みに達
しているものの、引き続き施設整備を実施していくことが必
要である （表３）。

●プラスチック製容器包装の分別収集量は増加傾向にあ
るが、分別実施市町村数は近年横ばいのため、更なる分
別収集の推進を図る必要がある（表４）。

対策・施策の進捗状況に関する評価 排出削減量（万t-CO2）

年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
第1約束

期間平均

実績 2 -11 -14 -27 -10 52 66 90 34

対策ケース 17 40 63 86 108 63

62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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廃棄物発電（一般廃棄物）の電力量増分（単位：GWh）

年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
第1約束

期間平均

実績 40 147 114 -58 -92 267 569 825 302

対策ケース 133 278 390 582 783 433

433.2 433.2 433.2 433.2 433.2
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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容器包装プラスチックの分別収集見込量（指定法人経由）（単位：千トン）

年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
第1約束

期間平均

実績 67 169 260 368 447 529 549 581 604 617 635 650 651 631

対策ケース 731 780 869 721 751 770

770.4 770.4 770.4 770.4 770.4
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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実績

対策ケース

廃棄物発電（産業廃棄物）の発電量の増分（単位：GWh）

年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
第1約束

期間平均

実績 0 103 407 1287 1303 1537 927.4

対策ケース 0 245 490 735 980 1225 735.0

735.0 735.0 735.0 735.0 735.0
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廃棄物焼却に由来するＣＯ２・Ｎ２Ｏ排出削減対策①
～ＣＯ２排出削減の実績・見込み・評価～

＜表１＞

＜表２＞ ＜表３＞ ＜表４＞
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●一般廃棄物（プラスチック）の焼却量は2005年度
以降焼却量目標を概ね下回る値で推移（表２）。

●産業廃棄物（廃油・廃プラスチック）に関しても、
着実に減少している（表３、 ４）。

対策・施策の進捗状況に関する評価
 排出削減量（万t-CO2）

年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
第1約束

期間平均

実績 439 524 545 380 634 851 1068 1055 954 1173 1101 1106 1076 1082

対策ケース 580 580 580 580 580 580

580.0 580.0 580.0 580.0 580.0
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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一般廃棄物（プラスチック）の焼却量（単位：千トン）

年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
第1約束

期間平均

実績 4919 4943 4914 4844 4462 3548 2887 2725 2677 2937 2838 3181 3323 2991

対策ケース 4398 4388 4383 4379 4375 4385

##### ##### ##### ##### #####
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産業廃棄物（廃油）の焼却量（単位：千トン）

年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
第1約束

期間平均

実績 2309 2095 2112 2032 2017 2123 2046 2065 2325 1884 2019 1841 1838 1981

対策ケース 2300 2300 2300 2300 2300 2300

2300.0 2300.0 2300.0 2300.0 2300.0
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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産業廃棄物（プラスチック）の焼却量（単位：千トン）

年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
第1約束

期間平均

実績 1947 1835 1764 1964 1994 1977 1908 2099 2249 1633 1857 1687 1662 1818

対策ケース 2000 2000 2000 2000 2000 2000

2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0
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一般廃棄物の焼却量（単位：千トン）

年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
第1約束

期間平均

実績 42133 42185 41973 41933 40941 40252 39914 39655 37926 36705 35962 35752 36735 36616

対策ケース 35817 34536 33256 31974 30693 33255

###### ###### ###### ###### ######
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廃棄物焼却に由来するＣＯ２・Ｎ２Ｏ排出削減対策②
～Ｎ２Ｏ排出削減の実績・見込み・評価～

●一般廃棄物処理施設に関しては、 N2Oの発生量

の少ない連続炉が着実に増加し、発生量の多い
バッチ炉が減少。

●一方、一般廃棄物の焼却量については減少傾向
にあるものの、想定ほどの削減が進んでおらず、今
後も発生抑制や再生利用の取組の促進が必要で
ある。

対策・施策の進捗状況に関する評価
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排出削減量（万t-CO2）

年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
第1約束

期間平均

実績 7 7 7 7 9 10 11 11 14 16 17 18 16 16

対策ケース 18 20 22 24 26 22

21.8 21.8 21.8 21.8 21.8
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

7 7 7 7
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対策評価指標：焼却炉の種類別割合（単位：%）

年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
第一約束

期間平均

実績（連続炉） 77.9% 78.6% 80.8% 82.3% 83.5% 84.5% 85.3% 86.0% 86.1% 87.0% 87.3% 87.8% 88.0% 87.3%

実績（准連続炉） 14.1% 13.9% 12.7% 12.2% 11.2% 10.5% 9.9% 9.5% 9.4% 9.0% 8.9% 8.5% 8.4% 8.9%
実績（バッチ炉） 8.1% 7.6% 6.6% 5.5% 5.2% 4.9% 4.8% 4.5% 4.5% 4.0% 3.8% 3.6% 3.5% 3.9%
見込み（連続炉） 84.7% 84.7% 84.7% 84.7% 84.7% 84.7%
見込み（准連続炉） 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9%
見込み（バッチ炉） 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3%
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見込み（バッチ炉） 実績（連続炉）

実績（准連続炉） 実績（バッチ炉）



廃棄物の最終処分量の削減等～実績・見込み・評価～

＜表２＞

＜表３＞

＜表１＞
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排出削減量（万t-CO2）

年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
第1約束

期間平均

実績 0 0 2 7 13 21 34 47 46 56 54 57 59 54

対策ケース 45 48 50 53 55 50

50.2 50.2 50.2 50.2 50.2
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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●有機性廃棄物の最終処分量については、
一般廃棄物、産業廃棄物とも着実に減少し
ている（表２，３）。

対策・施策の進捗状況に関する評価

産業廃棄物（家畜死体・動植物性残渣・紙くず・繊維くず・木くず）の最終処分量（単位：千トン）

年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
第1約束

期間平均

実績 336 345 335 289 272 219 200 132 86 86 59 91 79 80

対策ケース 123 123

123.0 123.0 123.0 123.0 123.0
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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一般廃棄物（食物くず、紙くず、繊維くず、木くず）の最終処分量（単位：千トン）

年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
第1約束

期間平均

実績 846 763 632 627 609 368 309 315 202 163 151 133 128 155

対策上位ケース 310 310 310 310 310 310

310.0 310.0 310.0 310.0 310.0
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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地球温暖化対策推進法の改正による温暖化対策の推進

温室効果ガス排出抑制等指針

②⽇常⽣活における温室効果ガスの排出の抑制への寄与に係る措置に関する事項（平成20年12⽉〜）
○事業者が講ずべき一般的な措置
・エネルギー消費効率が高い製品等の製造 ・地方公共団体等との連携 等
・カーボン・フットプリント制度等の「見える化」の活用による情報の提供

○事業者が講ずべき具体的な措置
照明機器、冷暖房機器等ごとに、日常生活用製品等の製造等について講ずべき措置を提示
・エネルギー消費量の少ない照明機器の製造等

○効果的な実施に係る取組
・体制の整備、職員への周知徹底・排出量、設備の設置・運転等の状況の把握・情報収集・整理・PDCAの実施

○排出の抑制等に係る措置
・熱源設備、空調設備等ごとに、設備の選択及び使用方法について具体的な措置を提示
・エネルギー消費効率の高い熱源機への更新、空調対象範囲の細分化
・燃焼設備の空気比の適正化、空調設定温度・湿度の適正化 等

○適切かつ有効な実施に係る取組
・住民の自主的取組促進、分別収集推進等の処理する廃棄物の量の抑制による温室効果ガスの排出抑制

○排出の抑制等に係る措置
・排出の抑制等に資する設備の選択・使用方法について具体的な措置を提示

○指針に掲げられている措置を講ずることによるCO2排出量の目安
・「一般廃棄物焼却施設ごとの処理量当たりのCO2排出量」を目安とし、焼却施設の種類や処理能力に応じて設定

︵
平
成
20
年
12
⽉
〜
︶

業
務
部
⾨

︵
平
成
24
年
２
⽉
〜
︶

廃
棄
物
部
⾨

①事業活動に伴う温室効果ガスの排出の抑制等に関する事項

事
業
者
の
努
⼒
義
務

概要

●地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、事業者に対し以下２つの努⼒義務を規定（第20条の5及び6）
●主務⼤⾂は、これらの義務を果たす上で必要な措置を⽰した排出抑制等指針を公表（第21条）
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○効果的な実施に係る取組
・体制の整備、職員への周知徹底・排出量、設備の設置・運転等の状況の把握・情報収集・整理・PDCAの実施

○排出の抑制等に係る措置
・燃焼設備、電力応用設備等ごとに、設備の選択及び使用方法について具体的な措置を提示
・エネルギー消費効率の高いボイラーを導入、回転数制御装置を導入
・燃焼設備の空気比の適正化、空調設定温度・湿度の適正化等

︵
平
成
25
年
４
⽉
〜
︶

︵
製
造
業
︶

産
業
部
⾨



再生可能エネルギー大幅導入、省エネ対策の抜本強化等に活用

ポリシーミックスの活用① 地球温暖化対策のための税について
○ 全化石燃料に対してCO2排出量に応じた税率（289円/CO2トン）を上乗せ
○ 昨年10月から施行し、3年半かけて税率を段階的に引上げ(来年４月から２段階目の引上げ）
○ 石油石炭税の特例として、歳入をエネルギー特会に繰り入れ、我が国の温室効果ガスの9割

を占めるエネルギー起源CO2の排出抑制対策に充当

税 収

CO2排出量１トン当たりの税率

段階施行

初年度（H24年度） ： 400億円 / 平年度（H28年度以降） ：2,600億円初年度（H24年度） ： 400億円 / 平年度（H28年度以降） ：2,600億円

課税物件 本則税率 H24年10/1～ H26年4/1～ H28年4/1～

原油・石油製品
[1kℓ当たり]

（2,040円）
＋250円

（2,290円）
＋250円

（2,540円）
＋260円

（2,800円）

ガス状炭化水素
[1t当たり]

（1,080円）
＋260円

（1,340円）
＋260円
（1600円）

＋260円
（1,860円）

石炭
[1ｔ当たり]

（700円）
＋220円
（920円）

＋220円
（1,140円）

＋230円
（1,370円）

※（ ）は石油石炭税の税率
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2005～07年度 08年度 09年度 10年度 12年度11年度

環境省 自主参加型国内排出量取引制度（ＪＶＥＴＳ）

排出量取引の国内統合市場の試行的実施
2005年４月～

地球温暖化対策基本法案
・国内排出量取引制度の創設を規定。

地球温暖化問題に関する閣僚委員会
・国内排出量取引制度については、産業に対する負担等を
見極め、慎重に検討を行うことを決定。

2010年12月

2010年３月・10月閣議決定

中環審国内排出量
取引制度小委員会
・制度設計について中間
整理

国内排出量取引制
度の課題整理に関

する検討会
・閣僚委員会の指摘す
る課題について整理。

国 内 排 出 量
取 引 制 度 検
討会

排 出 削 減 ポ テ ン
シャルを最大限引
き出すための方策
検討会
・排出削減ポテンシャル
を実現する方策につい
て検討。

2008年１月～ 2010年４月～
2011年７月～ 2012年10月～

2008年10月～

京都議定書第一約束期間

ポリシーミックスの活用② （国内排出量取引制度）

■国内排出量取引制度

温室効果ガス排出者の一定期間における温室効

果ガスの排出量の限度を定めるとともに、その遵

守のための他の排出者との温室効果ガス排出量

に係る取引等を認める制度。

企業B
から
購入した
排出枠

不必要となり企業Aに
売却される排出枠 自

ら
の
削
減
量排

出
枠

企業A 企業B

自らの削減量

実
排
出
量

実
排
出
量

排
出
枠
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温室効果ガスを一定量以上排出する者に温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することを義務付け、
国が報告されたデータを集計・公表する制度。
・排出者自らが排出量を算定することによる自主的取組のための基盤の確立
・情報の公表・可視化による国民・事業者全般の排出削減に向けた自主的取組の促進・機運醸成

施策の全体像

制度の概要

○10年度 ：平成20（2008）年度の排出量報告の集計・公表の実施
事業者・フランチャイズチェーン単位での制度運用を開始

○11年度 ：平成21（2009）年度の排出量報告の集計・公表の実施

○12年度 ：平成22（2010）年度の排出量報告の集計・公表準備の実施

実施した施策の概要

温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度

事
業
所
管
大
臣

経
済
産
業
大
臣

環

境

大

臣

国

民

・

事
業
者

公 表
排出量情報等を、
事業者別、業種
別に集計して公
表報告 通知

開 示
請求に応じて、
事業所別の排出
量情報等を開示

請求

閲覧

※排出量の情報が公にされることで権利利益が害される恐れがあ
ると思料される場合は権利利益の保護を請求することが可能

※排出量の増減理由等の関連情報
も併せて報告することが可能

※報告義務違反、虚偽の
報告に対しては罰則

特定排出者

事業者全体で一定以上の温室効
果ガスを排出する者が対象（公
的部門を含む）

算定
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持続可能な経済活動を築いていくためには、企業の環境保全などの取組が市場において積極的に評価さ
れることが必要である。そのために、以下を目的とした施策を行う。

○環境への取組が市場で高く評価される仕組みが形作られ、各経済主体の取組能力が向上すること。
○企業活動における環境情報が、適宜、適切に提供され、広く普及すること。

○「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律」
（環境配慮促進法）の評価・検討

２３年度：環境報告ガイドライン・環境会計ガイドラインの改訂に向けた検討会を実施するとともに、更なる
環境情報の開示・利用促進についての方策を検討した。

２４年度：環境報告ガイドラインの改訂・普及を行うとともに、環境報告の要約版を作成し、ICTを利用した
開示を試行的に実施した。

○環境金融の拡大
企業活動の環境配慮や環境保全活動などを促進する環境金融の拡大についてのより具体的な施策

２３年度：環境格付融資を通じた利子補給事業や、リースを活用した低炭素機器普及促進事業を実施す
るとともに、持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則の普及促進など、環境金融の裾野
の拡大に向けた施策を実施した。

２４年度：引き続き、環境格付融資を通じた利子補給事業や、リースを活用した低炭素機器普及促進事業、
持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則の普及促進など、環境金融の裾野の拡大に向
けた施策を実施した。また、金融メカニズムを活用して民間資金を呼び込みつつ投資の促進、市
場の創出を図ることで低炭素社会を創出するため、「低炭素社会創出ファイナンス・イニシアティ
ブ」の下、「耐震・環境不動産形成官民ファンド」の創設等の取組を進めた。

○エコアクション２１の普及促進
２３年度：エコアクション２１の普及促進やガイドライン改訂に向けた検討などを行った。
２４年度：引き続き、エコアクション２１の普及促進や業種別ガイドラインの策定を実施した。

目的

施策の概要

事業活動における環境配慮の促進①
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課題
○低炭素社会創出のためには、再⽣可能エネルギーの⾶躍的導⼊、省エネルギーの徹底を柱とし
て巨額の追加投資が必要であり、⺠間資⾦の活⽤が不可⽋。

・平成25年１⽉に公表した「低炭素社会創設ファイナンス・イニシアティブ」を強⼒に推進し、
⺠間資⾦の導⼊を加速して、地域における低炭素化プロジェクトを全国的に展開。

・地域・事業者・⾦融機関等の使う側の視点に⽴って、ニーズに合わせたメニューを展開。

家庭・事業者向け
エコリースの促進

地域低炭素投資促進ファンドの
全面展開

⺠間資⾦の呼び⽔と
して、低炭素化プロ
ジェクトに出資をする
地域低炭素投資促進
ファンドを組成。
地域⾦融機関等と連

携し、サブファンドの
組成の拡⼤を図り、
CO2削減と地域活性化
に資する低炭素化プロ
ジェクトへの⺠間投資
を⼀層拡⼤。

環境金融の拡大
に向けた利子補給

低炭素化プロジェク
トにおける⾦利負担の
軽減、資⾦調達の円滑
化を図るとともに、
コーポレートベース／
プロジェクトベースの
両⾯から環境配慮の取
組を評価する視点を組
み込んだ融資を促進す
るため、利⼦補給を実
施。

導⼊に際して多額の
初期投資費⽤（頭⾦）
を負担することが困難
な家庭及び事業者につ
いて、こうした負担を
軽減するため、低炭素
機器を「リース」で導
⼊した場合に、リース
総額の⼀部を助成。

地域低炭素投資促進ファンド

民間資金

低炭素化
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
(SPC等)

サブファンド

地域金融機関等

プロジェクト
の組成促進

出資

事業活動における環境配慮の促進② 環境金融による低炭素投資の促進

36



2010～2012年度
2008年度～2010年度温室効果ガス排出量・吸収量インベントリの条約事務局への報告、官報による告示等を
行った。また、インベントリの精緻化を図るための調査・研究等を実施した。

2013年度以降

・京都議定書第一約束期間残りの2011年度及び2012年度インベントリの報告に向け、引き続き、精緻化を図るた
めの調査・研究等を実施していく。

・加えて、2013年以降の次期枠組みにおいては、新たな報告ガイドラインを適用したインベントリの作成が必要に
なるため、2015年提出のインベントリに向けて算定方法等の調査・研究等を行う。

実施した施策の概要と今後の予定実施した施策の概要と今後の予定

（出典： 日本国温室効果ガスインベントリ報告書（2014年4月））

気候変動枠組条約及び京都議定書に基づく温室効果ガス
排出量・吸収量の算定のための国内制度の整備

(排出量から吸収量
を差し引いたもの)

図 日本の温室効果ガス排出量及び吸収量の推移
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地球温暖化対策技術開発等事業（エネルギー対策特会）の推進

◆優良技術を社会に組み込むための必要な法令等改革、運用方法・制度の確立、社会の受容拡大
等に関する検討を進めるための「グリーンイノベーション推進実証研究領域」における研究開発を加
速

◆「再生可能エネルギー・トレードオフ克服技術開発領域」を新設し、再生可能エネルギーの導入加速
に当たって指摘されている自然環境及び生活環境への悪影響を早急に克服(平成23～25年度)

グリーンイノベーション推進実証研究領域
重点公募課題

①電気自動車/ハイブリッド車の適用車種の拡大等

②建築物間のエネルギー融通

③廃棄物系バイオマスの利活用

再生可能エネルギー・トレードオフ克服技術開発領域

重点公募課題

①騒音を回避・最小化した風力発電

②自然環境への悪影響を
回避・最小化した地熱発電

CVCV

例：消音器、吸音材、騒音制御、
補剛・減衰付与等の効果、適用性

例：傾斜掘削の低コスト化・
小規模化等に関する技術開発

地球温暖化対策技術開発領域

重点公募課題

①既存施設の省CO2化に関する技術開発
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○環境保全施策に貢献する先導的・独創的な研究を推進するための政策反映指向型競争的資金 （平成25年度予算額：5,387百
万円（内数））

○平成21年度より、アジア諸国の低炭素社会実現のためのビジョンとロードマップを描く「アジア低炭素社会に向けた中長期的政策

オプションの立案・予測・評価手法の開発とその普及に関する総合的研究」及び越境大気汚染物質の削減と地球温暖化の防止
を図る共便益（コベネフィット）アプローチによる「東アジアにおける広域大気汚染の解明と温暖化対策との共便益を考慮した大気
環境管理の推進に関する総合的研究」の２つの戦略的研究開発領域課題を開始。

○平成22年度より、自治体レベルでの温暖化影響の定量的評価と適応策立案手法の開発等をするため「温暖化影響評価・適応施
策に関する総合的研究」の戦略的研究開発領域課題を開始。

○平成24年度より、地球規模での気候変動リスク管理戦略を構築・提示する「地球規模の気候変動リスク管理戦略の構築に関す
る総合的研究」の戦略的研究開発領域課題を開始。

【国内】
○平成22年11月に「気候変動適応の方向性」をとりまとめ、公表するなど、各分野における温暖化影響に関する情報を収集、整理

し、我が国における効果的、効率的な適応策の検討を推進。
○平成25年3月に、日本を中心とする近年の気候変動の現状と将来の予測及び気候変動が及ぼす影響について体系だてて整理

した『気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート』を作成・公表。

○これらの作成・公表、及び地域セミナーの開催を通じて、国や地域レベルでの「気候変動に柔軟に適応できる社会づくりの促進」
に資するよう、日本国内の気候変動による影響や適応に係る普及啓発を実施。

【国際】
○平成22年度より、アジア太平洋気候変動適応ネットワーク（APAN）のハブセンターの運営を支援。同地域における適応の知識

ギャップ分析やニーズの把握、情報収集・分析等を実施。

○平成21年度より、国内の低炭素社会に関する研究成果を取りまとめるとともに、我が国がリーダーシップを取り、低炭素社会に関
する国際研究（低炭素社会国際研究ネットワーク、LCS-RNet）を推進。

○平成22年度より、LCS-RNetによって得られた知見を元に低炭素アジア研究ネットワーク（LoCARNet）を設立し、第一回年次会合
を開催。

気候変動に係る研究の推進、観測・監視体制の強化①
環境研究総合推進費

低炭素社会国際研究ネットワーク

適応に関する研究のとりまとめ
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○温室効果ガス観測技術衛星（GOSAT）に搭載される観測センサの開発、及び打ち上げ後 の観測データ
の検証を実施。

○平成23年度は、GOSATが観測するデータの品質維持を目的とした、地上観測や航空機観測の結果等と
の比較・検証を実施。

○平成24年度は、GOSAT による連続的・系統的観測及び観測データの検証を継続的に行うとともに、
GOSAT後継機に搭載する観測センサーの開発に着手。

○「地球観測の推進戦略」（2004年12月総合科学技術会議決定）に基づき、地球観測システム（温暖化分
野）を統合されたものとするため、平成18年度に「地球観測連携拠点（温暖化分野）」を環境省と気象庁が
共同で設置。

○平成24年度は、地球温暖化分野に関する関係府省・機関の地球観測連携拠点の事務局を運営するととも
に、気候変動影響に関する情報を収集・整理した気候変動影響統計データベースを整備。

気候変動に係る研究の推進、観測・監視体制の強化②

地球温暖化に関する地球観測の連携促進

温室効果ガス観測センサの開発・運用
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政府によるクレジット取得について

クレジット購入委
託契約の締結

クレジット調達
契約の締結

プロジェクト実施者等

プロジェクト実施者は、
技術・資金等を提供して、
途上国等においてプロ
ジェクトを形成し、
クレジットを取得する。

（プロジェクト例）
省エネルギープロジェクト
バイオマス発電プロジェクト

残金支払い

クレジット引き渡し

残金支払い

クレジット引き渡し

契約時

ｸﾚｼﾞｯﾄ生成時

（独）新エネ
ルギー・産
業技術総合
開発機構
（ＮＥＤＯ）

NEDOによるクレジット取得事業の現況：
移転実績総量 ：9,749.3万トン
（CO2換算。 2013年度までの累積）

政府

経済産業省・環境省
による予算措置

平成１８年度予算
購入費 ４９億円

平成１９年度予算
購入費 １２２億円

平成２０年度予算
購入費 ３０３億円

平成２１年度予算
購入費 ４２９億円

平成２２年度予算
購入費 ４２４億円

平成２３年度予算
購入費 １５９億円

平成２４年度予算
購入費 ７６億円

平成２５年度予算
購入費 ９８億円

・京都議定書目標達成計画に基づき、国内対策に最大限努力してもなお京都議定書の約束達成に不
足する差分（基準年総排出量比1.6％、約１億トン）について、（独）新エネルギー・産業技術総合開発
機構（ＮＥＤＯ）を通じて、京都メカニズムクレジットを取得することにより対応する。
・日本政府は、2014（平成26）年3月末までに9,749.3万トンのクレジットを取得したところ。
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